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部落差別に関する相談業務 

○部落差別解消法施行（地方自治体は相談体制の充実に努める）  

○部落差別に起因する相談等は依然として存在  

○気軽に相談できる場所がないという部落出身者の声  

○今後、多重困難者の増加が想定         等々  

《求められるもの》 

■部落出身者の悩みを聴き、自立をサポートする寄り添い型の相談支援  

■地域や他機関と連携を図り、専門機関へつなぐネットワーク型の相談窓口  

■部落出身者が気軽に相談できるよう配慮 

社
会
的
背
景 

部落差別に関する相談窓口は人権相談窓口の一つとして機能 

 

 

 

当事者が気軽に相談できる環境  

 

相 談 者 

民間支援団体  

民間専門機関  

法律・労働  

医療福祉等  

市の相談窓口  
 

市関係各課  

法務局  

人権擁護委員  

部落差別に関する相談窓口 
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※相談の内容に

応じて適切な相

談窓口へつなぐ  

 

※関係機関と連

携し相談者を支

援  

 


